
○検察審査会において起訴相当又は不起訴不当の議決の

あった事件篝の取扱いについて

平成21.5. 14

次席検事依命通達
'

大高企第172号

管内検事正あて

改正平成21．11．25大高企第445号

標記事件等の処理については，本日付け大高企第171号をもって検事長通

達が発せられたが，その取扱いについては，下記によられたい｡

おって，昭和59年6月18日付け日記調第165号当職依命通達「検察審

査会において起訴相当又は不起訴不相当の議決のあった事件の捜査経過報告書

の様式について」は，本年5月20日限り廃止する。

記

1 ．検審事件整理簿の作成

検察審査会が審査を開始したときは， 「検審事件整理簿」 （様式第1号）

に所要事項を記入し,その経過等必要な事項を明らかにしておくものとする。

2未済事件.の報告（2項関係）

未済事件報告は， 「検審事件捜査経過報告書」 （様式第2号）により簡明

に報告されたい｡

なお，公訴時効が切迫している事件については，適宜速やかに上記報告を

， されたい。

3事件処理に関する協議について（3項関係）

協議に際しては， 「検審事件処分協議書」 （様式第3号）により行い， こ
れに当該事件記録その他必要な資料を添えて協議されたい。

なお，公訴時効が切迫している事件については■ 一■■■■■■■■
れたい。

4起訴議決事件整理簿の作成

起訴議決事件については, 「起訴議決事件整理簿」 （様式第4号）を作成

し，所要の事項を記入する｡

I



5検察審査会から建議又は勧告があった場合の協議について（5項関係）
● ．

'協議に際しては， 「建議・勧告に対する通知協議書」 （様式第5号）によ

り行われたい。

’



様式第1号

※2回目以降の延長における「延長通知書送付日」及び「延長後の通知期限日」は備考欄に記載すること。

検審事件整理簿

進 行 番 号

審査申立・職権審査開始 年 月 日 （申・月 随） 年 月 日 （申・職）

罪 名

被 疑 者 氏 名

事
件

処 分 庁

主任検察官

事 件 番 号

不 起 訴

裁 定 主 文

検察庁

年 月 日

検察庁

年 月 日

公訴時効満了 日 年 月 日 年 月 日

証拠品係通知 年 月 日 年 月 日

資料提出要求 年 月 日 年 月 日

資 料 提 出 年 月 日 年 月 日

議
決
年 月 日

区 分

年 月 日 年 月 日

議決書送付 日 年 月 日 年 月 日

証拠品担当通知 年 月 日 年 月 日

再
起
事
件

再 起

事 件 番 号

主任検察官

処 分

処 分 区 分

裁 判

裁 判 主 文

上訴 ・ 確定

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 （上・確）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 （上・確）

検審処分通知 年 月 日 年 月 日

篝
当

処分通知期限日

延長通知書送付日

延長後の通知期限日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

議
決
年 月 日

区 分

年 月 日 年 月 日

報
告

議決書受理

処 分

裁 判 結 果

上 訴

裁 判 確 定

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

備
考



様式第1号

(裏）

※2回目以降の延長における「延長通知書送付日」及び「延長後の通知期限日」は備考欄に記載すること。

年 月 日 （申・職） 年 月 日 （申・職） 年 月 日 （申・職）

検察庁

年 月 日

検察庁

年 月 日

検察庁

年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 （上・確） 年 月 日 （上・確） 年 月 日 （上・確）

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日



様式第2号

検審事件捜査経過報
比
ロ 書

第 号
日年 月

大阪高等検察庁検事長 殿

地方検察庁検事正

1被疑者氏名

2罪名

3議決書謄本送付年月日

4起訴相当議決又は不起訴不当議決の指摘する問題点

5主任検察官

6公訴時効満了日

7捜査経過（起訴議決事件の場合は前記4の問題点に即して）

8今後の捜査予定（同上）
し

9処理方針

10処理見込期間

I1前記3から3か月を超えて延長を必要とするやむを得ない理由

12その他参考事項



別紙

様式第3号

検審事件処分協議書

第 号

年 月 日

大阪高等検察庁検事長 殿

地方検察庁検事正

年月 日付け 第 号をもって受理報告した次の被疑事件

について,再捜査した結果,下記のとおり起_証_ゞ室…椙当と思料します下記のとおり栗起熟皇佳豐相喜と思料します
ので，協議願います。

罪 名

被疑者

記

1 被疑事実の要旨及び第一次不起訴処分理由の要旨

2検察審査会議決理由の要旨

S 前記議決理由に関して行った再捜査の概要

4前記議決理由の当否に関する検討結果の要旨

5 処分案（起訴状案，不起訴裁定書案）

6 その他参考事項

⑫必要に応じ， 不要の文字を削ること。



様式第4号

I

起訴議決事件整理簿

進 行 番 号

起訴議決書受理日

罪 名

被 告 人 名

事
件

処 分 庁

主任検察官

事 件 番 号

不 起 訴

裁 定 主 文

検察庁

年 月 日

検察庁

年 月 日

再
起
・
受
理
事
件

再起日 ・ 受理日

事 件 番 号

移送年 月 日

移 送 庁

指定弁護士

主任検察官

検察事務官

起訴年 月 日

裁 判

裁 判 主 文

上訴 ・ 確定

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 （上・確）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 （上・確）

報
告

起訴議決書受理日・再起日

起訴年 月 日

裁 判 結 果

上 訴

裁 判 確 定

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

備 考



様式第4号

(裏）

検察庁

年 月 日

検察庁

年 月 日

検察庁

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 ノ 日 （上・確）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 （上・確）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 （上・確）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日



様式第5号

建議・勧告に対する通知協議書

第 号

年 月 日

大阪高等検察庁検事長 殿

地方検察庁検事正

年月 日付け 第 号をもって受理報告した件について，

検討した結果，下記のとおり検察審査会に通知したいと思料しますので，協議

願います。

記

1 建議・勧告の要旨

2 建議・勧告に基づいて採った措置の有無及びその内容

S その他参考事項


